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山形県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部 

第25回本部員会議 議事要旨 

 

日 時 令和３年３月22日（月）午後３時～午後３時25分 

場 所 県庁５階 502会議室 

出席者 知事（本部長）、各部局長等（各本部員等）、特命補佐 

 

１ 開 会（午後３時） 

 

２ 知事挨拶 

首都圏の１都３県に対して発令されていた緊急事態宣言が昨日（３月21日）をも

って終了しましたが、今後、人の流れが多くなることが予想され、リバウンドが懸

念されております。また、３月18日に独自の緊急事態宣言がなされた宮城県では、

その後も一日の感染者確認が100人を超える日が続いており、感染の拡大が収まっ

ておりません。 

こうした中、本県でも、３月18日から新規感染者が２桁となるなど急増しており、

21日には、一日の感染者確認の過去最多となる31人の感染者が確認されました。ま

た本日も21人の感染者が確認されており、大変な危機感を抱いております。特に山

形市では、19日から本日まで４日連続で２桁の感染者が確認されており、複数のク

ラスターが発生し、感染経路が不明な方も多くなっております。今後のさらなる感

染拡大を危惧しております。今後、山形市と緊密に連携し、感染防止対策の取組み

を進めることが重要だと考えております。 

病床使用率も高まってきており、医療ひっ迫を防ぐためには、何としてもこれ以

上の感染拡大を阻止しなければなりません。 

本日は、最近の発生状況等を確認するとともに、注意・警戒レベルの見直しや感

染のさらなる拡大を防止するため連携した取組みについて協議・決定したいと考え

ておりますので、皆さんよろしくお願いいたします。 

 

３ 協 議 

（１）新型コロナウイルス感染症の発生状況等について（資料P1～P10） 

  ○ 防災くらし安心部長及び医療統括監から、国内及び県内における新型コロナ

ウイルス感染症の発生状況等について報告した。 

  ○ 質問、意見なし。 

 

（２）注意・警戒レベルについて（資料P11～P12） 

  ○ 防災くらし安心部長から、県独自の注意・警戒レベルの見直しについて説明

した。 

  ○ 質問、意見なし。 



2 

 ○ 知事から以下のとおり発言があった。 

それでは説明のとおり、県全体の注意・警戒レベルは３（警戒）を維持する

ものの、村山地域はレベル４（特別警戒）に、また、山形市はレベル５（非常

事態）にそれぞれ引き上げることを決定いたします。市町村と連携し、しっか

りと周知するとともに、感染防止対策の徹底を図ってください。 

 

（３）山形市と連携した感染拡大防止の取組みについて 

 ○ 知事から以下のとおり発言があった。 

山形市においては、感染が急拡大し医療提供体制もひっ迫してきております。

そのため、感染拡大を阻止するため、山形市と緊急事態宣言を行い、感染拡大

の抑制を強力に進めていきたいと考えております。宣言、取組みの内容につい

ては、山形市と調整を進めてきており、後ほど、山形市長と共に会見をするこ

ととしております 

 

（４）県外と往来する方への啓発活動について（資料P13～P19） 

  ○ みらい企画創造部長から、県外と往来する方への啓発活動について説明した。 

  ○ 質問、意見なし。 

 ○ 知事から以下のとおり発言があった。 

それでは、この案のとおり啓発活動を実施することといたしますので、市町

村、関係事業者などと連携し、しっかりと取り組んでください。 

 

（５）その他 

  ○ 発言なし。 

 

【知事指示事項】 

県内では、新規感染者がこれまでにないスピードで急増しています。特に村山地

域での感染者が多いことから、本日、村山地域の注意・警戒レベルをレベル３(警

戒)からレベル４（特別警戒）に、山形市についてはレベル５（非常事態）に引き

上げたところです。今後、これ以上の感染拡大は何としても阻止しなければなりま

せん。そのため、感染防止の取組みとして、３点指示します。 

１ 今後､県内の医療現場のひっ迫を招かないためにも、引き続き、積極的疫学調

査をしっかりと進め､感染拡大の阻止に全力を挙げてください｡ 

２ 村山地域の注意・警戒レベルをレベル４（特別警戒）、山形市の注意・警戒

レベルをレベル５（非常事態）に引き上げましたので、特に山形市をはじめと

する村山地域の市町と連携し、基本的な感染防止対策を徹底していただくよう、

しっかりと周知してください。 
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３ 県外との往来に起因すると推定される感染事例も多く見られます。本日から、

県外と往来する方への啓発活動を実施することとしましたので、市町村や交通

事業者の方などと連携して啓発活動にしっかりと取り組んでください。 

なお、今後、感染状況がさらに拡大し、医療のひっ迫を招く事態となる場合には、

県民の皆様、事業者の皆様の行動や活動を控えていただくことをお願いすることも

ありますので、そうならないためにも、県民の皆様には、「新しい生活様式」の徹

底や感染が多い地域との往来を控えるなど、感染防止対策に御協力をお願いいたし

ます。県民の皆様と一丸となって、この難局を乗り越えてまいりましょう。 

 

４ 閉 会（午後３時25分） 


